
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
め
に
な
る
と
、
子
ど
も
の
数
を
一
人
か
ら
二
人
に
限
定
し
た
い
と
い
う
文
言
は
い
た
る
所
で
見
出
さ
れ
る
。

「
孫
は
一
人
か
二
人
あ
れ
ば
多
く
は
不
要
の
も
の
じ
ゃ
、
…
（
子
沢
山
の
人
に
た
い
し
て
）
犬
の
子
を
育
つ
る
よ
う
に
限
り
も
な
く
子
を
あ
ま

（
１
Ｌ
）

た
養
育
す
る
と
廟
笑
う
…
」
（
宮
負
定
雄
『
民
家
要
術
』
巻
五
）
「
大
高
所
持
の
者
は
格
別
、
中
よ
り
下
々
に
て
は
、
子
供
二
人
ま
で
は
育
て
、

（
の
＆
）

多
く
は
三
人
目
よ
り
返
す
旨
申
す
、
一
統
之
様
…
」
（
山
崎
由
良
治
「
存
念
書
」
天
保
五
年
）

こ
の
よ
う
な
出
生
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
本
質
的
な
動
機
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
貧
困
や
飢
餓
な
ど
こ
れ
ま
で
歴
史
学
・
民
俗
学
で
指
摘

（
Ｑ
Ｊ
）

さ
れ
た
受
身
な
理
由
の
糸
な
ら
ず
、
家
の
分
割
回
避
や
家
内
労
働
力
の
賢
明
な
管
理
な
ど
、
能
動
的
な
経
済
活
動
と
関
係
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
さ
ら
に
、
消
費
生
活
の
向
上
や
濃
密
な
子
育
て
な
ど
、
人
々
の
積
極
的
な
幸
福
追
及
と
も
つ
な
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
近
世
日
本
の
家
族
農
耕
と
家
制
度
下
で
、
子
育
て
に
対
す
る
人
々
の
意
識
性
・
計
画
性
が
、
実
際
に
増
し
た
の
か
ど
う
か
を
、
南

山
御
蔵
入
の
地
方
文
書
を
通
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

論
説家

族
農
耕
と
少
子
化
へ
の
意
志
の
発
生

は
じ
め
に ｌ

会
津
藩
産
子
養
育
制
度
関
係
史
料
を
手
が
か
り
に
Ｉ

太
田
素
子
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そ
し
て
簡
潔
に
い
う
と
、
産
子
養
育
制
度
は
三
段
階
を
経
て
成
立
を
見
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
段
階
は
藩
主
が
領
民
に
向
か
っ
て
道
義
的
な
問
題
と
し
て
禁
止
を
教
諭
し
た
時
期
で
あ
る
。
寛
文
三
（
ニ
ハ
六
三
年
、
寛
文
十
一

（
ワ
ｊ
）

年
、
宝
永
四
年
、
元
文
二
年
、
延
享
二
年
、
明
和
四
年
の
被
仰
出
書
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
幕
府
の
堕
胎
禁
令
（
正
保
二
’
一
六
四
六
年
）
、
棄

児
禁
令
（
貞
享
四
Ⅱ
ニ
ハ
八
七
年
）
と
比
較
し
て
も
、
ま
た
他
藩
と
比
べ
て
も
早
い
時
期
か
ら
、
「
殺
産
子
」
（
つ
ま
り
マ
ビ
き
に
限
定
し
た
禁
令

第
一
節
成
立
過
程

（
６
）

会
津
藩
産
子
養
育
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
松
枝
茂
『
会
津
藩
の
人
口
政
策
』
や
遠
藤
久
江
の
一
連
の
論
稿
に
よ
っ
て
成
立
経
過

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
史
料
的
に
も
『
家
世
実
紀
』
の
復
刻
に
よ
り
主
要
な
触
書
や
意
見
書
は
、
比
較
的
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
４
）

な
お
、
最
近
友
部
健
一
は
近
世
後
半
期
の
人
口
停
滞
現
象
の
主
因
は
マ
ピ
キ
堕
胎
よ
り
低
い
出
生
力
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
も
人

口
停
滞
現
象
の
中
で
マ
ピ
キ
堕
胎
の
果
し
た
役
果
に
つ
い
て
慎
重
な
限
定
が
必
要
だ
と
は
考
え
る
が
、
例
え
量
的
に
少
な
く
と
も
、
必
要
と
考
え

れ
ば
敢
え
て
マ
ピ
キ
を
行
っ
て
で
も
子
ど
も
数
を
限
定
し
よ
う
と
し
た
意
志
の
存
在
は
重
要
で
、
低
い
出
生
力
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も

マ
ピ
キ
堕
胎
研
究
の
意
義
が
薄
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
歴
史
学
民
俗
学
の
マ
ピ
キ
堕
胎
研
究
が
従
来
史
料
と
し
て
き
た
の
は
、
藩
政
レ
ベ
ル
の
法
令
と
意
見
書
、
三
都
の
知
識
人
の
伝
聞

記
事
、
二
十
世
紀
初
め
の
聞
き
取
り
調
査
な
ど
間
接
的
な
史
料
で
あ
っ
た
。
確
か
に
近
世
の
マ
ビ
キ
や
堕
胎
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
書
い
た
文
書

（
罠
Ｊ
）

史
料
を
得
る
こ
と
は
（
皆
無
と
は
い
え
な
い
が
）
極
め
て
難
し
い
。
本
研
究
で
は
、
①
懐
胎
書
上
帳
・
死
体
披
露
害
等
と
と
も
に
、
マ
ピ
キ
禁
止
策

の
中
で
村
落
指
導
者
が
書
い
た
地
方
文
書
で
あ
る
養
育
料
支
給
願
い
と
、
②
在
郷
知
識
人
の
な
る
べ
く
直
接
的
な
伝
聞
記
事
を
重
視
す
る
こ
と
で
、

先
行
研
究
の
実
証
の
レ
ベ
ル
を
超
え
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

第
一
章
会
津
藩
産
子
（
う
ぶ
こ
）
養
育
制
度
の
概
要
と
為
政
者
の
見
た
マ
ピ
キ
の
要
因
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第
二
節
「
困
窮
に
し
て
手
間
不
足
」
と
い
う
こ
と

安
永
五
年
奉
行
が
産
子
養
育
に
つ
い
て
改
め
て
注
意
を
喚
起
し
た
と
こ
ろ
、
郡
奉
行
か
ら
奉
行
に
対
し
て
、
教
諭
だ
け
で
は
事
態
が
改
善
さ
れ

な
い
と
い
う
意
見
が
あ
げ
ら
れ
た
。
教
諭
を
待
つ
ま
で
も
な
く
地
下
に
お
い
て
も
子
ど
も
は
育
て
た
い
の
が
人
情
で
は
あ
る
が
、
五
、
六
歳
ま
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

（
ｕ
）

は
手
間
が
か
か
り
、
「
百
姓
共
別
而
農
業
の
時
を
違
わ
ず
心
得
よ
り
、
困
窮
に
て
手
間
不
足
の
者
は
」
養
い
か
ね
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
傍

第
二
段
階
は
、
社
倉
か
ら
養
育
料
を
支
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
十
一
月
と
天
明
三
年
九
月
に
、
極
窮

（
○
Ｏ
）

で
「
養
育
及
び
か
ね
」
る
者
に
臨
時
の
処
置
と
し
て
籾
を
支
給
し
た
。
藩
人
口
が
底
を
う
つ
事
態
に
な
っ
て
初
め
て
養
育
料
支
給
が
開
始
さ
れ
た

の
だ
が
、
こ
の
臨
時
の
処
置
が
、
産
子
養
育
制
度
の
成
立
を
準
備
し
て
行
く
。

文
化
二
（
一
八
○
五
）
年
、
五
代
藩
主
恭
定
が
手
元
金
よ
り
五
千
両
下
付
し
た
の
を
契
機
に
、
民
間
の
募
金
を
募
っ
て
基
金
を
形
作
り
、
産
子

（
Ｑ
〉
）

養
育
制
度
を
成
立
さ
せ
た
。
こ
れ
以
降
が
第
三
段
階
で
あ
る
。

こ
う
し
た
藩
政
全
体
を
通
じ
て
、
社
会
問
題
と
し
て
の
マ
ビ
キ
が
論
じ
ら
れ
る
様
子
に
変
化
の
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
十
七
世
紀
後
半
に
他

に
先
駆
け
て
禁
令
を
発
し
た
藩
主
は
、
す
で
に
マ
ピ
キ
が
「
風
俗
」
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
、
こ
の
慣
行
は
古
い
が
文
治
政
治
の
浸
透
で
消
滅

す
る
こ
と
へ
の
期
待
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
十
八
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
「
不
況
で
増
え
た
」
ら
し
い
こ
と
、
「
時
の
興
戯
言
」
に
も
頻
繁

に
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
お
り
、
期
待
通
り
に
消
滅
す
る
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
増
大
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
示
唆

（
皿
）

し
て
い
る
。
ま
た
厳
罰
で
臨
ん
で
は
「
諸
人
感
服
不
改
、
反
て
罪
人
多
く
相
成
可
き
や
」
と
い
っ
た
判
断
が
働
い
て
お
り
、
マ
ピ
キ
慣
行
の
根
強

し
て
い
る
。
ま
た
厳
罰
で
酷

さ
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
産
子
養
育
制
度
の
成
立
過
程
の
研
究
も
、
民
衆
の
習
俗
に
対
す
る
共
同
体
や
藩
政
の
関
わ
り
を
探
る
上
で
興
味
深
い
問
題
だ
が
、
こ
こ

で
は
触
書
や
上
書
か
ら
明
ら
か
に
な
る
範
囲
で
、
為
政
者
た
ち
が
マ
ピ
キ
慣
行
の
要
因
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
と
い
う
点
だ
け
を
探
っ
て

お
き
た
い
。

を
出
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
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第
三
節
「
子
沢
山
の
不
仕
合
」
と
い
う
認
識

（
皿
）

延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
の
被
仰
出
書
に
は
、
「
大
勢
子
共
持
候
通
、
不
仕
合
一
一
而
〈
頼
一
一
不
成
候
」
、
子
沢
山
は
必
ず
し
も
不
仕
合
せ
に
な
る

と
は
限
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
下
り
が
あ
り
、
か
え
っ
て
一
般
に
は
子
沢
山
が
嫌
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

会
津
藩
の
産
子
養
育
制
度
に
お
い
て
は
、
産
子
養
育
料
の
支
給
基
準
と
多
子
養
育
の
報
償
の
基
準
が
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い

の
だ
が
、
そ
の
基
準
の
中
に
当
時
の
人
々
が
「
育
児
の
負
担
」
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
か
が
現
れ
て
い
る
。

（
過
）

例
え
ば
、
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
「
地
下
倹
物
条
目
」
は
、
出
産
後
の
母
親
の
死
亡
な
ど
で
乳
不
足
の
赤
子
に
対
す
る
乳
子
料
（
三
歳
ま
で
毎

年
一
両
一
分
）
、
十
歳
以
下
の
子
ど
も
三
人
持
ち
に
対
し
て
一
人
扶
持
（
末
子
三
歳
ま
で
、
ま
た
特
に
三
人
の
う
ち
二
人
ま
で
が
三
歳
以
下
の
場
合
は
二
人

扶
持
）
、
衣
服
料
（
六
歳
以
下
三
人
以
上
の
場
合
、
年
一
分
二
朱
）
、
双
子
養
育
料
（
二
十
五
俵
）
な
ど
、
四
種
類
の
養
育
手
当
を
規
定
し
て
い
る
。
食
費

点
引
用
者
）
。
つ
ま
り
マ
ビ
キ
や
堕
胎
の
動
機
は
、
単
純
に
貧
困
と
い
う
こ
と
よ
り
、
家
族
農
耕
の
労
働
力
と
子
育
て
の
手
間
が
厳
し
く
矛
盾
す
る

と
こ
ろ
か
ら
、
時
期
を
違
え
ず
農
耕
を
進
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
子
ど
も
の
数
を
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
郡
奉
行
は
、
村

落
指
導
者
た
ち
と
接
触
す
る
機
会
が
多
い
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
見
解
を
代
弁
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
岨
）

家
族
農
耕
の
労
働
力
確
保
と
出
産
・
育
児
の
矛
盾
は
、
例
え
ば
「
夫
役
御
定
」
の
妊
婦
の
夫
の
夫
役
を
免
ず
る
規
定
（
寛
政
十
年
）
に
も
窺
え

る
。
こ
の
規
定
は
、
第
一
子
の
場
合
妊
娠
八
ヶ
月
～
産
後
四
ヶ
月
ま
で
、
第
二
子
は
産
後
が
八
ヶ
月
ま
で
、
第
三
子
以
降
は
産
後
十
二
ヶ
月
ま
で
、

た
だ
し
初
子
が
十
歳
に
な
れ
ば
産
後
八
ヶ
月
ま
で
夫
の
夫
役
を
免
ず
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
育
児
介
護
の
た
め
の
夫
役
免
除
と
い
う
よ
り
は
、

産
前
産
後
妻
の
労
働
力
が
欠
け
る
こ
と
を
考
慮
し
て
の
夫
役
免
除
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
安
永
五
年
の
郡
奉
行
の
意
見
は
、
さ
ら
に
続
け
て
凶
作
続
き
の
飢
謹
で
、
「
衣
食
不
事
足
」
や
む
を
得
ず
マ
ピ
キ
が
行
わ
れ

る
の
だ
と
い
う
点
に
も
触
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
凶
作
や
飢
鯉
が
一
時
的
に
大
量
の
出
生
制
限
を
招
く
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け

（
週
）

に
解
消
で
き
な
い
、
い
わ
ば
平
時
に
あ
っ
て
も
家
内
労
働
力
と
の
責
め
ぎ
あ
い
（
「
子
不
便
」
）
を
理
由
と
し
た
出
生
制
限
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
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は
米
で
、
乳
母
や
衣
服
の
代
金
は
金
で
と
い
う
二
本
建
て
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
に
は
子
育
て
の
困
難
が
乳
不
足
と
、
十
歳
以
下
三
人
以
上
の
子

持
ち
、
三
歳
ま
で
の
養
育
、
双
子
と
い
う
四
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
会
津
藩
の
施
策
は
夫
役
免
除
の
規
定
に
し
て
も
、

こ
の
養
育
料
の
基
準
に
し
て
も
、
他
藩
に
比
べ
る
と
具
体
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

い
つ
ぽ
う
、
多
子
養
育
の
報
奨
は
、
十
歳
以
下
三
人
持
ち
に
羽
織
着
用
を
許
可
、
四
人
持
ち
に
脇
差
し
許
可
、
五
人
持
ち
に
上
下
着
用
許
可
、

五
人
以
上
の
子
ど
も
を
育
て
あ
げ
た
も
の
に
羽
織
、
七
人
以
上
に
脇
差
し
、
八
人
以
上
に
上
下
許
可
と
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
子
ど
も
を
育
て
た

（
て
い
る
）
者
に
服
飾
と
い
う
明
示
的
な
形
で
名
誉
を
与
え
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
三
人
以
上
の
子
ど
も
を
育
て
る

と
い
う
こ
と
は
、
大
仕
事
で
あ
り
、
五
人
以
上
育
て
た
人
は
奇
特
な
人
だ
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
藩
政
文
書
は
、
飢
饅
や
飢
餓
に
加
え
て
、
家
内
労
働
力
の
不
足
と
子
沢
山
を
嫌
う
民
衆
の
心
理
を
出
生
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
因
と

し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
地
方
文
書
の
レ
ベ
ル
で
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
南
会
津
地
方
に
残
さ
れ
た
養
育
料
支
給
願
い
を
見
て
ゆ

南
山
御
蔵
入
と
い
う
の
は
現
在
の
福
島
県
南
会
津
郡
お
よ
び
栃
木
県
塩
谷
郡
の
一
部
で
、
近
世
に
は
会
津
領
に
含
ま
れ
て
い
た
時
期
と
幕
府
直

轄
地
だ
っ
た
時
代
と
が
あ
る
が
、
幕
領
の
時
期
に
も
会
津
藩
が
統
治
を
任
さ
れ
て
い
た
の
で
、
産
子
養
育
制
度
も
ほ
ぼ
同
様
に
施
行
さ
れ
て
い
た
。

（
略
）

こ
こ
で
は
「
南
山
御
蔵
入
産
子
養
育
手
当
控
」
（
松
枝
茂
氏
収
蔵
史
料
）
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
養
育
料
を
必
要
と
す
る
貧
農
家
族
の
子
育
て

や
出
生
制
限
の
実
態
と
意
識
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
「
南
山
御
蔵
入
産
子
養
育
手
当
控
」
は
、
文
化
十
四
（
一
八
一
七
）
年
～
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
ま
で
十
二
年
分
、
百
六
十
二
例
の
願
書

控
え
を
含
ん
で
い
る
。
控
え
を
書
き
残
し
た
の
は
中
荒
井
組
肝
煎
で
、
川
島
組
養
方
任
役
渡
部
四
郎
左
衛
門
で
あ
る
。
川
島
組
は
田
島
か
ら
南
下

す
る
日
光
街
道
沿
い
の
十
二
ヶ
村
か
ら
な
り
、
人
口
は
二
千
六
百
人
弱
、
年
間
四
十
人
前
後
の
赤
子
が
生
ま
れ
る
地
域
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
も

シ
」
戸
、
ノ
○

第
二
章
「
産
子
養
育
手
当
控
」
に
み
る
農
民
家
族
の
子
育
て
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第
一
節
化
政
期
に
お
け
る
貧
農
家
族
の
実
態
と
マ
ビ
キ
慣
行

と
こ
ろ
で
願
書
控
の
百
六
十
二
通
は
、
そ
の
家
族
の
特
徴
と
書
き
方
か
ら
二
つ
の
時
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
文
化
十
四

年
～
文
政
七
年
は
制
度
の
定
着
を
め
ざ
す
試
行
錯
誤
の
時
期
で
、
支
給
対
象
を
め
ぐ
っ
て
代
官
と
村
落
指
導
者
の
や
り
取
り
が
数
回
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
三
年
間
の
欠
落
の
あ
と
、
文
政
十
一
年
～
天
保
年
間
は
様
式
が
確
立
し
た
為
か
、
控
に
は
特
別
の
事
情
の
あ
る
も
の
以
外
は
家
族
構
成
の

承
が
記
さ
れ
て
申
請
の
理
由
は
省
略
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
両
者
の
間
で
は
、
家
族
構
成
に
も
微
妙
な
違
い
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

第
一
、
二
節
で
は
前
半
期
を
扱
い
、
第
三
節
で
後
半
期
を
分
析
す
る
事
に
し
た
い
。

（
１
）
願
書
の
文
言
の
な
か
に
見
ら
れ
る
マ
ビ
キ
慣
行
を
示
唆
す
る
表
現

養
育
手
当
支
給
願
は
、
本
人
が
代
官
宛
に
願
書
を
起
草
し
肝
煎
ま
た
は
養
育
方
任
役
が
添
え
書
き
を
す
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
が
、
本

人
の
起
草
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
肝
煎
・
任
役
の
代
書
で
あ
ろ
う
。
養
育
料
の
支
給
を
願
う
の
だ
か
ら
、
い
か
に
困
窮
し
て
い
る
か
と
い
う
事
情
と

基
準
に
合
致
す
る
子
沢
山
だ
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
困
窮
の
事
情
は
、
ま
だ
初
冬
な
の
に
来
秋
ま
で
の
食
を
賄
う
穀
物
が
既
に
無
い
と
か
、

冬
な
の
に
綿
入
れ
も
着
ら
れ
ず
に
い
る
、
な
ど
と
い
う
形
容
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
困
窮
の
原
因
は
、
稼
ぎ
手
が
病
気
、
働
き
手
が

夫
婦
の
承
で
看
護
養
育
に
労
働
力
を
そ
が
れ
る
、
天
災
に
よ
る
家
屋
や
田
畑
の
被
害
、
商
品
作
物
（
主
に
タ
ゞ
〈
．
）
の
値
下
が
り
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
願
書
の
文
言
の
な
か
で
ま
ず
気
の
つ
く
こ
と
は
、
村
落
に
生
活
す
る
人
々
も
マ
ビ
キ
慣
行
の
実
在
を
当
然
の
よ
う
に

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
願
聿
貝

例
え
ば
「
出
生
取
揚
兼
候
処
：
．
」
②
⑪
な
の
だ
が
、
御
仁
政
に
応
え
る
た
め
に
取
り
上
げ
た
と
か
、
「
宿
習
改
、
不
仁
之
義
不
致
様
：
．
」
②
と

い
う
肝
煎
の
教
諭
を
受
け
入
れ
た
等
々
。
「
十
才
以
下
四
人
目
之
産
子
二
相
違
無
御
座
、
誠
二
御
仁
政
相
守
取
揚
候
義
二
候
へ
〈
…
」
④
と
い
う

表
現
な
ど
も
、
四
人
目
の
子
ど
も
は
本
来
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
一
三
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
よ
う
（
○
付
数
字
は
、
表
１
の
史
料
番
号
と

語
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）

こ
の
史
料
に
注
目
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
マ
ビ
キ
慣
行
の
動
機
研
究
と
い
う
視
角
に
限
定
し
て
は
い
な
い
の
で
、
改
め
て
こ
の
視
点
か
ら
史
料

を
分
析
し
直
し
て
見
た
い
。
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表1 養育御手当願に承られる貧腱家族と子どもの存在状況

子どもの年齢の間隔 家 族 柵
､ﾉ1名

〕巳 術巾

曼f是

iiIj

年

史
料
番
号

夫と妻の 妻の初産

鰐'第｡子'一卿子|蝋＊
人 数

家族形態
年齢 差 年 齢

老人|成人内数(女性) |子ども |総数
彫
ニ
ノ

三
イ

’
ヘ
ノ
、
ノ
ヘ
ノ

ー
２
３

ｒ
、
〆
／

文
化
皿
年 |鞘

8

5

7

複合
〃

直・三世代

(1)

(1)

(1)

弟35歳

叔父74歳

盲人アリ

23

17

19

８
５
－

２
１
１

４
２
７

３
２
２

３
３
２

８
６
５

一
一
一

４
２１

う
う
ブ
フ
う
う
，
う
う
う
う

４
６
７
８
９
ｍ
、
吃
過
ｕ
巧

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

婚

直
直
直
直
直
単
単
単
直
直
複

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

２
６
一
過
３
３
３
２
－
８
６

５
－
－
－
－
４
２
１
’
’
一

５
６
５
３
３
４
２
１
３
８
６

１

３
０
３
－
巧
０
９
７
４
８
４

１ 17

22

19

19

23

25

19

21

24

21

17

２
２
５
１
４
４
６
５
３
６
２

１
４
２
４
２
２
２
２
２
３
２
２

４
３
２
２
３
４
３
３
２
３
３

８
６
６
５
７
６
５
５
５
６
６

’
１
’
１
２
１
’
’
’
１
１

文
化
巧
年

後家
１
国
国
Ｉ

4.3

叔父75歳

１
’
－
２
１

３
３
２
ｏ
Ｊ
３１

後妻か(16）

(17）

(18）

(19）

(20）

直

単

直

直

面

(2)

(1)

(2)

(2)

(1)ﾄ。
7

6

2

4

6

７
５
５
９
６

７
２
２
３
３

７
６
－
４
６

３
２
３
４
２

８
５
６
４
１

一
一
一
一
一

｜
創
虹
肥
四

文
政
二
年

育人アリ

| - | ' (') | 4 1 (; |’ ’ 3 1 4 1 4} 40叫
珂
剛

く

く
く列

１年
一
一
一 5 1 lil27

8

1 1 l l l 洲｜ ： ｜ ： ’’
7

13

1'〔

複

23

15

8

3 弟31, 18歳



5 （3）
4 (1)
1(-)
2 （1）
2 (1)
2 (1)
2 (1)皿”

4

2

7

5

5

3

3

祓
複
頂
単
単
価
直

、
ノ
ヘ
ノ
、
ｊ
、
ノ
ヘ
ノ
、
ノ
、
ｊ

７
８
９
０
１
２
３

２
２
２
３
３
３
３

〆
Ｌ
〆
〆
〆
〆
〆
〆

政
四
年

２
２
３
２
２
３
３

７
６
６
４
４
７
７

７
３
５
６
９
５
２

１

19

22

21

23

21

23

21

４
２
６
５
５
４
４

一
一
２
－
－
２
２

一
一
一
一
一
一
一

’
’
７
’
’
３
３

妻菜弗19歳
乳子料' |'ii'i

|"剛
’
１
１１ ’

3 6

3 6

3 6リ5”
5 6

5 3

4 8

、
ｊ
、
Ｊ
、
ノ

５
６
７

３
５
３

〆
〆
〆Ｉ

文
政
五
年 １

４
９
１

3 (1)
2 (1)
2 (1)

直
直
直

16

18

30

口
２
３
２
４
２
３
４
３
２
３
１

口
－
２
１
１
－
１
１
１
－
１
－

5 （2）
2 （1）
2 (1)
3 （2）
4 （2）
2 (1)
2 （1）
2 （1）
3 （2）
3 （2）
4 （2）

直
直
直
直
宿
直
直
直
頑
直
直

(38）
(39）
(40）
(41)
(42）
〔43）
〔44）
(45）
(46）
〔47）
〔48）

７
７
５
８
６
６
７
６
５
７
５

1

3

5

5

3

2

3

4

5

4

1

１
５
５
５
３
５
８
８
５
５
１

１
６
８
３
５
８
６
４
４
’
１

23

22

23

16

19

20

19

17

20

19

18

’
３
－
２
－
２
４
４
－
４
一

一
一
一
５
－
－
３
’
一
一
一

文
政
六
年 ｌ

の
国
Ｉ

後家
乳子料巾訪

| # | # I：)‘,6

4

4

5

3 ' 三 ’
ヘ
ノ
、
ノ
、
ノ

９
０
１

４
５
５

ｆ
、
ｆ
、
〆
ｌ

文
政
七
年 １

５
１
６

１

2 (1)
2 (1)
4 （2）

単
直
直

18

22

18

4 (1)
4 （2）
3 （2）
2 (1)
4 （2）
2 （1）
3 （2）
5 （2）

直
直
直
単
直
直
直
直

(53）
(54）
(55）
(56）
(57）
(58）
(59）
(60)

４
２
４
３
３
３
２
４

９
７
８
５
７
６
５
９

1

1

1

1

2

J"
2

2

4

2

3

1

3

22

16

22

24

23

18

19

21

３
２
３
７
３
４
１
３

４
－
４
４
２
３
－
２

２
－
２
一
一
一
一
３

３
３
９
１
５
８
５
０

１
－

文
政
十
一
年

病人アリ

3 （2）
3 （1）
4 （2）
4 (1)
2 （1）

後妻か。盲人アリ
後妻か

直
直
直
複
単

文
政
十
二
年

(34）
(36）
30

18

31

(15）
(8,9）
3

3

2

(61)
(62）
(63）
(64）
(65）

３
４
２
２
２

７
７
７
７
４

１
－
１
１
’

1

2

３
２
一
一
一

3

1“
2

3

3

2

２
７
５
１
３

１
１
－
１



（
２
）
兄
弟
間
の
不
自
然
な
年
齢
差

こ
れ
と
符
合
す
る
の
が
、
申
請
児
と
そ
の
前
の
子
ど
も
の
年
齢
差
の
大
き
さ
だ
。
文
政
十
四
年
十
五
年
と
い
っ
た
早
い
時
期
の
願
書
ほ
ど
上
の

子
ど
も
と
八
年
～
五
年
も
年
の
離
れ
た
第
三
子
が
目
立
ち
、
そ
の
間
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
子
ど
も
の
存
在
を
疑
わ
せ
る
。
平
均
値
で
見
て

も
六
・
七
年
（
文
化
十
四
年
）
、
四
・
三
年
（
文
化
十
五
年
）
か
ら
二
・
四
年
（
文
政
十
一
年
）
、
二
・
六
年
（
文
政
十
二
年
）
へ
の
変
化
は
、
次
節
で
触

れ
る
よ
う
に
産
子
養
育
制
度
が
機
能
す
る
中
で
、
マ
ピ
キ
に
よ
る
出
生
制
限
が
行
い
に
く
く
な
っ
た
結
果
か
、
あ
る
い
は
申
請
対
象
の
階
層
が
変

化
し
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
（
表
１
参
照
、
尚
前
半
か
ら
後
半
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の
表
は
文
政
末
年
ま
で
含
め
た
）
。

（
３
）
養
育
困
難
な
理
由
の
説
明
の
中
に
占
め
る
婦
人
労
働
の
必
要
性

次
に
養
育
困
難
の
理
由
か
ら
マ
ピ
キ
の
動
機
と
な
り
う
る
も
の
を
検
討
し
て
見
よ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
病
気
、
災
害
、
作
物
の
価
格
暴
落

な
ど
が
出
生
制
限
の
強
い
動
機
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
臨
時
に
お
こ
る
問
題
の
承
な
ら
ず
、
家
族
農
耕
と
の
か
か
わ
り

で
婦
人
労
働
と
子
育
て
が
常
に
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
な
こ
と
と
思
う
。

「
大
勢
之
老
若
取
扱
候
へ
〈
、
女
房
義
〈
農
業
御
一
向
出
来
不
申
：
．
」
⑩
「
大
勢
之
子
供
養
育
致
候
而
〈
、
諸
入
用
〈
相
高
ミ
、
農
業
之
働
〈

出
来
か
ね
：
．
」
⑪
等
々
。
十
九
世
紀
前
期
に
か
か
れ
た
マ
ピ
キ
禁
止
を
説
く
多
く
の
教
諭
書
は
、
マ
ピ
キ
堕
胎
の
動
機
の
一
つ
に
女
性
が
身
の
安

楽
を
求
め
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
願
書
に
見
ら
れ
る
貧
農
家
族
で
は
「
安
楽
」
と
い
う
よ
り
女
性
の
労
働
力
抜
き
に
農
業
が
成
り
立
た

な
い
と
こ
ろ
か
ら
子
ど
も
数
の
制
限
を
必
要
と
し
て
い
た
よ
う
だ
。

実
際
、
願
書
を
提
出
し
た
家
族
の
構
造
を
分
析
す
る
と
、
働
き
手
二
名
の
み
と
い
う
家
族
が
、
文
政
十
二
年
ま
で
の
乳
子
料
申
請
を
除
く
五
九

例
中
三
十
一
例
を
占
め
て
い
る
。
働
き
手
が
夫
婦
と
母
親
の
三
名
と
い
う
例
も
九
例
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
全
体
の
三
分
の
二
を
占
め
る
（
表
１
）
。

こ
の
二
～
三
人
と
い
う
働
き
手
に
養
育
と
介
護
の
負
担
も
か
か
る
の
で
、
近
世
農
村
の
子
育
て
は
ま
さ
に
家
族
農
耕
の
労
働
力
確
保
と
の
責
め
ぎ

あ
い
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
子
ど
も
の
数
を
制
限
し
た
い
と
い
う
意
志
は
、
家
族
農
耕
と
い
う
生
産
様
式
と
深
く
関
っ
て
生
ま
れ
た

対
応
）
。
養

然
で
あ
る
。 養
育
料
支
給
願
と
い
う
文
書
の
性
格
を
考
慮
し
て
も
尚
、
文
書
が
あ
り
も
し
な
い
「
宿
習
」
に
く
り
返
し
言
及
す
る
と
考
え
る
の
は
不
自
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途
中
に
数
回
、
任
役
一
同
の
意
見
害
控
え
が
残
さ
れ
て
い
る
。
必
要
な
意
見
は
あ
げ
る
こ
と
が
、
勤
め
だ
と
観
念
さ
れ
て
い
た
様
子
が
あ
り
、

し
か
し
多
く
の
場
合
、
意
見
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
。

は
じ
め
の
意
見
書
は
、
こ
の
制
度
が
南
会
津
地
方
で
施
行
さ
れ
て
ま
も
な
い
文
化
十
四
年
十
二
月
に
「
乍
恐
以
書
付
存
寄
御
伺
申
上
候
」
と
い

う
標
題
の
も
と
、
上
郷
二
ヶ
組
任
役
四
名
連
名
で
代
官
宛
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
難
渋
の
者
子
供
三
人
持
」
ち
以
上
、
「
極
々
難

義
」
が
明
ら
か
な
も
の
で
は
二
人
持
ち
で
も
養
育
料
支
給
願
い
を
出
す
よ
う
に
と
い
う
藩
の
基
準
に
対
し
て
、
実
際
に
難
渋
の
も
の
た
ち
は
養
育

料
を
受
け
て
も
養
育
で
き
な
い
、
む
し
ろ
「
中
通
り
以
上
」
の
者
に
も
養
育
料
を
支
給
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
世
間
体
や
任
役
へ
の
遠
慮
か
ら
産

子
を
取
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
実
躰
難
渋
の
者
共
、
子
供
余
計
二
養
育
仕
候
而
ハ
御
百
姓
勤
も
差
支
、
乍
恐
御
手
当
被
成
下
置
候
而
も
少
し
余
分
無
之
候
而
〈
、
実
躰
養

育
及
兼
候
義
候
…
」
（
傍
点
句
読
点
は
引
用
者
、
以
下
同
様
）

「
中
通
り
以
上
之
者
共
二
候
共
、
三
人
持
よ
り
此
度
養
育
御
手
当
被
下
置
候
義
二
御
座
候
ハ
ハ
、
産
子
出
来
次
第
取
揚
不
申
候
而
〈
御
仁
政

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

之
御
趣
意
一
一
背
キ
候
義
一
一
も
相
成
、
世
間
見
聞
と
任
役
被
仰
付
候
者
へ
も
遠
慮
在
可
之
義
二
奉
存
候
…
」

丁
寧
な
口
調
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
内
容
は
農
民
の
生
活
実
態
に
即
し
て
驚
く
ほ
ど
率
直
で
あ
る
。
養
育
料
を
も
ら
っ
て
も
、
多
少
の
余

裕
が
な
け
れ
ば
実
際
に
は
養
育
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
か
、
中
農
以
上
な
ら
世
間
体
と
遠
慮
が
奏
効
し
て
多
子
奨
励
の
実
効
が
上
が
る
だ
ろ
う
と
い

う
指
摘
は
農
民
の
生
活
感
覚
を
良
く
知
っ
て
い
る
村
落
指
導
者
な
ら
で
は
の
表
現
な
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
出
生
制
限
と
の
関
係
で
興
味
深
い
の
は
、
余
計
な
子
ど
も
を
養
育
し
て
は
農
業
に
差
し
支
え
る
と
、
こ
こ
で
も
家
族
農
耕
と
子
育
て

の
矛
盾
が
少
子
化
の
理
由
の
第
一
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
「
余
計
」
と
い
う
言
葉
は
「
余
分
で
不
必
要
な
あ
ま
り
も
の
」
と
い
う
意
味
あ

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
１
）
中
農
以
上
に
マ
ビ
キ
対
策
を

第
二
節
多
子
奨
励
策
を
め
ぐ
る
藩
と
共
同
体
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分
、
乳
子
料
一
両
一

額
が
減
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
翌
文
化
十
五
年
（
文
政
元
年
）
、
今
度
は
田
島
組
、
高
野
組
、
川
島
組
の
三
組
の
触
継
ぎ
名
主
と
任
役
六
名
が
連
名
で
、
養
育
料
の
申
請

と
支
給
を
年
二
度
に
分
け
て
欲
し
い
と
い
う
意
見
書
を
上
げ
て
い
る
。
生
ま
れ
た
と
き
に
す
ぐ
手
当
が
支
給
さ
れ
な
け
れ
ば
育
て
が
た
い
の
で
、

せ
め
て
年
二
回
支
給
し
て
欲
し
い
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
後
の
経
過
か
ら
見
る
と
こ
の
意
見
も
却
下
さ
れ
た
。

三
度
目
の
意
見
書
は
、
文
政
六
年
十
一
月
、
南
山
御
蔵
入
り
十
九
組
の
触
継
名
主
と
任
役
三
十
八
名
連
名
で
代
官
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。
養
育

料
支
給
は
七
年
目
を
迎
え
た
が
、
申
請
額
は
初
年
度
の
十
倍
に
達
し
元
金
を
減
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
七
’
八
年
先
に
は
制
度
の

、
、
、
、
、

存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
態
で
あ
る
、
さ
し
あ
た
っ
て
手
当
を
減
ら
す
し
か
解
決
策
が
な
く
、
「
難
渋
の
深
浅
」
を
吟
味
し
て
い
る
が
、
支
給
基
準

の
子
ど
も
の
年
齢
を
引
き
下
げ
て
対
象
を
減
ら
す
の
も
や
む
を
得
な
い
情
況
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
次
い
で
総
代
五
名
の
連
名
で
、
改
定
す

る
基
準
案
を
具
体
的
に
提
起
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
七
歳
以
下
二
人
持
ち
で
二
分
、
十
歳
以
下
三
人
持
ち
で
一
両
、
十
歳
以
下
四
人
で
は
一
両
一

分
、
乳
子
料
一
両
二
分
、
双
子
手
当
二
両
二
分
、
と
い
う
案
だ
っ
た
。
子
ど
も
二
人
持
ち
が
十
歳
か
ら
七
歳
に
下
げ
ら
れ
た
ほ
か
、
少
し
ず
つ
金

い
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
が
思
わ
ず
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
農
事
と
家
の
存
続
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
適
切
な
子
ど
も
数
が
存
在
す
る

と
い
う
農
民
の
計
画
性
を
無
意
識
に
前
提
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
中
農
以
上
で
も
マ
ピ
キ
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
し
、
マ

ピ
キ
禁
止
に
は
世
間
体
と
遠
慮
と
い
う
共
同
体
的
な
規
範
に
依
拠
す
る
の
が
実
際
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
続
け
て
こ
の
意
見
害
は
、
上
層
農
民
に
つ
い
て
も
離
乳
前
に
次
子
が
生
ま
れ
た
場
合
に
は
願
書
が
な
く
て
も
乳
子
料
を
出
す
よ
う
に
、

七
’
八
歳
以
下
三
人
持
ち
に
は
階
層
を
問
わ
ず
養
育
料
を
支
給
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
多
子
奨
励
に
実
効
が
あ
る
だ
ろ
う
と
つ
け
加
え
て
い
る
。
乳

児
二
人
持
ち
と
か
幼
児
三
人
持
ち
と
か
、
村
落
指
導
者
は
子
育
て
の
困
難
を
実
に
具
体
的
に
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
は
じ
め
か
ら
貧
農
層
で
は
多

子
奨
励
は
無
理
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
見
書
は
却
下
さ
れ
た
よ
う
で
、
代
官
は
年
度
末
に
は
却
っ
て
基
準
に
合
わ
な
い
も
の
ま
で
申
請
し
な
い
よ
う
に
と
改
め
て
申
し
渡
し
た
。

と
こ
ろ
が
一
年
後
の
文
政
七
年
十
月
七
日
に
な
っ
て
、
藩
の
裁
断
を
得
た
代
官
か
ら
の
返
事
は
、
任
役
た
ち
の
意
見
よ
り
ず
っ
と
厳
し
い
基
準

（
２
）
制
度
の
改
変
と
定
着
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年
齢
の
引
下
げ
を
内
容
と
し
て
い
た
。
乳
子
、
双
子
、
十
歳
以
下
四
人
は
従
来
通
り
と
す
る
が
、
子
ど
も
三
人
の
場
合
は
八
歳
以
下
に
、
二
人
の

場
合
は
五
歳
以
下
極
窮
者
に
対
し
て
、
と
い
う
形
に
対
象
を
狭
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
額
を
引
き
下
げ
て
も
対
象
を
で
き
る
だ
け
広
く
と
い
う

村
落
指
導
者
の
思
惑
と
は
異
な
っ
て
、
藩
の
方
は
支
給
額
を
変
え
ず
一
層
限
定
し
た
多
子
家
族
に
援
助
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

村
落
指
導
者
か
ら
は
再
び
意
見
書
が
出
さ
れ
た
。
額
を
一
層
減
ら
し
て
で
も
、
三
人
四
人
は
十
歳
以
下
、
二
人
は
七
歳
以
下
と
い
う
年
齢
基
準

に
こ
だ
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
達
し
の
通
り
で
は
「
過
分
に
願
人
相
減
シ
」
困
窮
の
者
の
必
死
の
養
育
に
答
え
ら
れ
な
い
、
困
窮
民
は

手
当
を
あ
て
に
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
（
「
乍
恐
御
手
当
方
心
当
仕
出
生
取
揚
候
」
）
の
だ
か
ら
、
対
象
を
し
ぼ
っ
て
は
、
こ
の
制
度
（
「
仁
恵
」
）
を
空

し
く
し
か
ね
な
い
と
。
そ
し
て
、
翌
文
政
八
年
か
ら
十
年
の
控
文
書
は
欠
け
て
お
り
、
十
一
年
か
ら
再
び
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
制
度
改
変
を
め
ぐ
る
意
見
の
食
違
い
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
村
落
の
マ
ピ
キ
慣
行
の
実
態
に
つ
い
て
の
認
識
の
違
い
を
含

ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
三
年
間
の
文
書
の
欠
落
は
、
こ
の
意
見
の
食
違
い
と
関
係
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
文
書
の
範
囲
か
ら
は
、
い
く

つ
か
の
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
に
留
ま
る
よ
う
に
思
う
。

一
つ
に
は
、
七
年
間
に
申
請
額
が
十
倍
に
な
っ
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
制
度
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
申
請
者
が
増
え
る
の
は
あ

り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
肝
煎
り
の
意
見
書
に
あ
っ
た
よ
う
に
養
育
料
を
当
て
に
し
て
実
際
子
ど
も
が
増
え
た
の
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も
養
育
料
を
受
け
る
こ
と
が
特
別
視
さ
れ
な
く
な
っ
て
、
申
請
す
る
階
層
が
中
農
ま
で
広
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

は
じ
め
か
ら
肝
煎
り
層
に
は
中
農
ま
で
支
給
対
象
を
広
げ
な
い
と
実
効
が
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
し
、
困
窮
の
度
合
い
の
判
断
は
主
観
的

な
も
の
だ
か
ら
、
十
歳
以
下
二
’
三
人
以
上
と
い
う
基
準
に
さ
え
合
致
し
て
い
れ
ば
、
申
請
者
は
中
農
に
ま
で
拡
大
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

「
難
渋
の
深
浅
を
吟
味
」
す
る
と
い
う
課
題
が
、
肝
煎
り
と
代
官
双
方
か
ら
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
養
育
料

を
当
て
に
し
て
子
ど
も
を
増
や
し
た
の
は
極
貧
者
の
承
な
ら
ず
、
む
し
ろ
経
済
的
に
も
労
働
力
か
ら
も
「
少
し
余
分
」
（
文
化
十
四
年
の
意
見
書
）

の
あ
る
中
農
層
で
、
養
育
料
を
当
て
に
し
た
出
産
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
こ
の
地
域
の
宗
門
改
帳
の
発
掘

な
ど
別
の
側
面
か
ら
さ
ら
に
実
証
を
積
承
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

そ
し
て
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
制
度
の
改
変
は
階
層
を
問
わ
ず
一
層
多
子
家
族
に
の
ゑ
手
厚
く
報
い
る
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
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に
な
る
。
金
額
が
不
十
分
に
し
か
な
い
場
合
、
困
窮
の
度
合
い
で
対
象
を
し
ぼ
れ
ば
単
な
る
貧
窮
対
策
に
近
づ
き
、
肝
煎
り
層
の
判
断
の
よ
う
に

広
く
薄
く
手
当
て
を
出
せ
ば
政
策
の
意
味
が
薄
ま
り
、
藩
が
し
た
よ
う
に
年
齢
を
下
げ
て
多
子
を
強
調
す
れ
ば
支
給
対
象
と
な
る
階
層
は
逆
に
拡

大
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
節
農
民
家
族
と
木
地
曳
き
家
族
ｌ
天
保
期
の
願
書
に
見
る
家
族
構
成

天
保
三
年
に
は
、
四
十
八
件
と
い
う
大
量
の
申
請
が
行
わ
れ
た
（
十
四
件
は
継
続
申
請
、
新
出
願
い
は
三
十
件
、
乳
子
料
申
請
四
件
）
。
八
子
ど
も
十

歳
以
下
三
人
Ｖ
と
い
う
基
準
に
相
当
す
る
の
は
、
四
十
五
件
中
二
十
四
件
、
八
子
ど
も
十
歳
以
下
二
人
で
も
極
貧
Ｖ
に
相
当
す
る
も
の
は
、
二
十

そ
し
て
農
家
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
大
家
族
が
多
い
。
例
え
ば
横
川
村
利
右
衛
門
の
家
族
は
、
五
十
四
歳
と
四
十
二
歳
の
夫
婦
の
間
に
、
十

七
歳
、
十
五
歳
、
十
二
歳
、
十
一
歳
、
九
歳
、
六
歳
、
四
歳
、
二
歳
、
と
実
に
八
人
の
子
ど
も
が
お
り
、
八
十
四
歳
の
父
親
も
健
在
で
十
一
家
族

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
当
は
八
人
の
上
に
、
既
に
家
を
離
れ
て
い
る
子
ど
も
が
二
人
い
る
の
で
、
利
右
衛
門
の
妻
は
、
二
十
歳
前
後
か
ら
四
十
歳

す
ぎ
ま
で
の
間
に
十
人
の
子
ど
も
を
産
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
、
一
～
三
年
の
出
産
間
隔
で
二
十
年
間
産
み
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
木
地
曳
ぎ
の
家
族
と
比
べ
る
と
、
農
家
で
は
子
沢
山
で
も
半
分
し
か
子
ど
も
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
子
沢
山
が
特
に
申
請
理
由
の

中
で
強
調
さ
れ
て
い
る
中
荒
井
村
の
山
三
郎
の
場
合
、
五
十
四
歳
と
四
十
二
歳
と
い
う
丁
度
同
じ
年
齢
の
夫
婦
の
間
に
、
二
十
三
歳
、
八
歳
、
七

歳
、
四
歳
、
○
歳
と
い
う
五
人
の
子
ど
も
が
あ
る
。
山
三
郎
は
「
殊
一
天
大
勢
ノ
子
供
養
育
仕
候
二
付
而
ハ
存
分
之
農
業
之
働
も
出
来
不
申
、
弥

上
極
貧
二
相
成
・
：
」
と
、
子
ど
も
の
世
話
が
大
変
で
農
事
に
支
障
が
あ
り
、
そ
れ
が
貧
困
の
一
つ
の
原
因
だ
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

家
族
構
成
で
特
徴
的
な
点
は
、
こ
の
頃
対
象
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
き
た
木
地
曳
き
家
族
の
子
沢
山
と
、
貧
農
の
少
子
家
族
が
ま
っ
た
く
対
照
的

な
こ
と
で
あ
る
。
木
地
職
人
は
、
継
続
の
十
八
件
中
五
件
、
新
規
の
三
十
件
中
五
件
、
合
わ
せ
て
十
件
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
二
件
は
こ

の
年
の
途
中
で
他
の
組
に
移
住
し
た
た
め
に
申
請
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
お
り
、
定
着
性
の
強
い
農
家
と
は
異
な
っ
た
生
活
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
。

一
件
で
あ
っ
た
。

－28－



申
請
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
母
親
の
年
齢
の
平
均
は
、
二
十
八
、
七
歳
な
の
で
ま
だ
こ
れ
か
ら
も
子
ど
も
の
数
が
増
え
る
可
能
性
が
高
く
、
平

均
子
ど
も
数
も
そ
の
様
な
も
の
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
木
地
曳
き
家
族
が
平
均
五
、
三
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
農
家
の
そ
れ
は

平
均
二
、
六
六
人
で
あ
る
（
乳
子
料
申
請
例
は
母
親
が
死
亡
し
て
い
る
の
で
除
い
て
平
均
を
求
め
た
）
。
比
較
的
夫
婦
の
年
齢
が
高
い
も
の
を
探
し
て
行

く
と
、
次
の
よ
う
な
家
族
が
、
農
家
と
し
て
は
典
型
的
な
家
族
の
構
成
を
示
し
て
い
る
。

中
荒
井
村
小
平
治
四
十
歳
、
妻
三
十
七
歳
、
子
ど
も
六
、
三
、
○
歳
三
人
、
占
め
て
家
族
五
人
。

糸
沢
村
源
七
四
十
歳
、
妻
三
十
二
歳
、
子
ど
も
十
四
、
五
、
○
歳
三
人
占
め
て
家
族
五
人
。

関
本
村
善
三
婿
四
十
一
歳
、
妻
三
十
五
歳
、
子
ど
も
九
、
五
、
○
歳
、
善
三
五
十
八
歳
、
父
親
七
十
三
歳
占
め
て
家
族
七
人
。

山
の
民
と
農
民
の
こ
の
子
ど
も
数
の
違
い
は
、
同
じ
時
代
に
地
理
的
に
近
い
場
で
暮
ら
し
て
い
て
も
、
家
族
の
生
活
戦
略
の
よ
う
な
も
の
が
出

生
力
に
大
き
な
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
事
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
農
村
の
人
口
政
策
と
し
て
の
養
育
料
支
給
に
、
木
地
曳
き
家
族
が
こ
れ
ほ
ど
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
疑
問
は
、
史
料
を
読
承
進
む
う
ち
に
解
消
し
た
。
天
保
五
年
の
控
え
文
書
の
中
に
、
木
地
曳
ぎ
の
家
族
六
軒
が
百
姓
に
転
職
し
村
に
定
住
す

る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
の
で
認
め
て
欲
し
い
と
い
う
代
官
宛
の
文
書
が
挾
承
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
藩
の
施
策
な
の
か
肝
煎
り
層
の
村
落

経
営
上
の
判
断
な
の
か
不
明
だ
が
、
多
子
家
族
で
あ
る
山
人
を
村
落
経
営
の
中
に
組
承
込
承
、
移
住
を
促
進
す
る
と
こ
ろ
ま
で
人
口
政
策
は
徹
底

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
肥
）

延
享
二
年
被
仰
出
書
は
、
「
御
家
中
に
て
も
困
窮
に
不
限
、
軽
者
に
は
粗
有
之
様
二
相
聞
候
」
と
下
級
武
士
の
マ
ピ
キ
に
言
及
し
て
い
る
。

（
四
）

こ
の
点
を
さ
ら
に
具
体
的
に
述
べ
る
の
は
、
寛
政
三
年
儒
者
上
田
冬
蔵
の
上
書
で
あ
る
。
上
田
は
、
マ
ピ
キ
を
切
実
に
願
う
の
は
女
性
だ
と
い

う
認
識
を
持
っ
て
お
り
、
奉
公
人
な
ど
下
層
の
女
た
ち
の
影
響
を
受
け
て
武
家
の
女
性
も
子
沢
山
を
嫌
う
よ
う
に
な
っ
た
、
こ
う
し
た
女
性
た
ち

終
わ
り
に
ｌ
異
な
っ
た
階
層
へ
の
マ
ビ
キ
慣
行
の
広
が
り
と
残
さ
れ
た
課
題
Ｉ
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に
マ
ビ
キ
禁
止
の
教
諭
は
直
接
届
い
て
い
な
い
（
「
女
子
に
教
え
な
き
ゆ
え
」
）
か
ら
、
マ
ピ
キ
対
策
は
実
効
が
な
い
の
だ
と
い
う
。

そ
れ
で
は
武
家
の
女
性
た
ち
は
な
ぜ
子
沢
山
を
嫌
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
上
田
は
「
婦
人
も
数
子
養
育
に
御
気
力
も
費
え
候
故
、

夫
に
進
て
子
を
挙
す
る
事
を
止
め
、
一
身
安
楽
に
耽
る
事
を
の
ゑ
」
思
う
の
だ
と
、
ま
ず
コ
身
の
安
楽
」
を
マ
ピ
キ
の
動
機
と
し
て
あ
げ
る
。

ま
た
、
婚
家
先
で
無
礼
な
事
が
あ
れ
ば
戻
れ
と
い
う
教
育
を
小
さ
い
と
き
か
ら
す
る
の
で
、
夫
家
を
蔑
視
し
子
沢
山
は
将
来
の
．
身
の
身
振
り

の
障
」
と
し
て
嫌
う
傾
向
が
あ
る
の
だ
と
の
・
へ
る
。
後
者
は
「
嫁
し
て
は
夫
に
従
う
」
と
い
う
近
世
武
家
の
女
性
像
か
ら
程
遠
く
、
会
津
武
士
の

特
殊
な
事
情
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
前
者
は
、
各
地
の
文
書
で
共
通
す
る
論
点
の
一
つ
で
、
平
和
が
続
い
た
時
代
の
生
活
水
準
の
向
上

が
女
性
に
少
子
化
へ
の
希
求
を
育
承
、
そ
れ
は
貧
農
家
族
の
マ
ビ
キ
と
は
異
な
っ
た
意
味
を
持
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
農
民
的
な
文
書
で
も
、
幕
末
の
史
料
に
な
る
と
、
．
身
の
安
楽
」
が
理
由
に
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
会
津
藩
領
内
で
は
な
い
が
、

（
卯
）

隣
接
す
る
棚
倉
藩
領
内
下
河
内
村
（
福
島
県
双
葉
群
河
内
村
）
庄
屋
相
役
を
勤
め
た
佐
久
間
義
隣
。
夜
雑
談
」
（
慶
応
二
’
一
八
六
六
年
）
は
、
商

品
経
済
の
浸
透
に
よ
っ
て
生
活
態
度
に
変
化
が
起
き
、
マ
ピ
キ
が
慣
行
化
し
て
い
る
様
子
を
述
・
へ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
活
意
識
の
変
化
と
マ

ピ
キ
慣
行
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
の
機
会
を
作
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
４
）
友
部
健
一
「
近
世
日
本
農
村
に
お
け
る
自
然
出
生
力
推
計
の
試
み
」
『
人
口
学
研
究
』
第
十
四
号
、
一
九
九
一
年
五
月
。
の
ア
弓
阜
｛
○
の
煙
ョ
員
三
目
‐

三
９
号
〕
司
胃
三
〕
ご
色
二
二
弓
呂
昌
昌
さ
邑
聾
斥
侭
邑
胃
さ
邑
鳶
三
局
の
冨
冨
三
弓
昊
こ
ぬ
鯵
乏
色
三
め
さ
ユ
口
己
ｐ
ｇ
５
胃
星
〕
一
こ
こ
シ
一
〕
シ
ｚ
司
○
詞
己
三
》
く
ｃ
一
・
要
ｚ
ｐ
い

註（
１
）
宮
負
定
雄
『
民
家
要
術
』
天
保
二
年
、
山
住
正
巳
ほ
か
編
『
子
育
て
の
書
』
第
三
巻
所
収
。

（
２
）
山
崎
由
良
治
「
存
念
書
」
『
佐
倉
市
史
』
第
二
巻
、

（
３
）
商
橋
凡
仙
『
堕
胎
マ
ピ
キ
の
研
究
』
中
央
社
会
事
業
協
会
、
一
九
七
三
年
。
同
『
日
本
人
口
史
の
研
究
』
全
三
巻
、
日
本
学
術
振
興
会
一
九
四
一
’
五

六
年
。
本
庄
栄
治
郎
『
日
本
人
口
史
』
『
本
庄
栄
治
郎
著
作
集
第
五
冊
』
所
収
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
三
年
。
千
葉
徳
爾
『
間
引
き
と
水
子
』
腱
文

協
、
一
九
八
三
年
な
ど
。
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
批
判
的
検
討
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
日
本
の
少
子
化
と
子
育
て
」
上
野
千
鶴
子
他
編
『
家
族
の
社
会

史
』
一
九
八
七
年
、
岩
波
書
店
所
収
参
照
。
ま
た
、
よ
り
詳
し
く
は
註
（
５
）
『
近
世
日
本
マ
ビ
キ
慣
行
関
係
史
料
集
成
』
所
収
予
定
の
拙
稿
「
共
同
研
究

の
総
括
的
ま
と
め
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
的
）
「
：
．
儒
者
上
田
冬
蔵
存
寄
中
上
」
『
家
世
尖
紀
』
巻
二
百
四
十
、
寛
政
三
年
七
月
。

（
別
）
佐
久
間
義
隣
『
一
夜
雑
談
』
上
下
二
冊
、
慶
応
二
年
十
二
月
。
引
用
は
『
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
』
第
一
号
、
庄
司
吉
之
助
論
文
に
よ
る
。

付
記
史
料
「
南
山
御
蔵
入
産
子
養
育
手
当
控
」
の
復
刻
は
、
松
枝
茂
氏
、
遠
藤
久
江
氏
、
五
十
嵐
勇
作
氏
の
ご
努
力
の
職
み
重
ね
に
多
く
を
負
っ
て
い
ま
す
。

童
た
筆
者
が
こ
の
史
料
を
閲
覧
す
る
機
会
を
え
た
の
は
、
ト
コ
ー
タ
財
団
研
究
助
成
に
よ
る
マ
ビ
キ
堕
胎
慣
行
関
係
史
料
の
収
集
と
復
刻
と
い
う
共
同
作
業
に
拠

っ
て
で
す
。
先
学
諸
氏
、
財
団
関
係
者
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
（
郡
山
女
子
大
学
・
教
育
史
）

（
Ⅳ
）
前
出
、
松
枝

（
肥
）
註
（
必
）
参
照
。

○
ｇ
三
局
『
骨
つ
ゃ
Ｐ
○
×
さ
『
（
一
己
己
く
の
畠
濤
く
こ
徳
い
い

（
５
）
菊
池
義
昭
「
仙
台
藩
の
赤
子
養
育
制
度
と
懐
妊
出
生
調
査
」
社
会
福
祉
学
会
編
『
社
会
福
祉
学
』
第
三
二
’
二
号
、
一
九
九
一
年
。
沢
山
美
果
子
「
近

世
農
民
家
族
に
お
け
る
『
子
産
み
』
と
『
産
む
』
身
体
ｌ
出
産
管
理
と
し
て
の
仙
台
藩
の
赤
子
養
育
仕
法
を
手
が
か
り
に
」
『
日
本
史
研
究
』
三
八
三

号
、
一
九
九
四
年
七
月
。
太
田
素
子
編
『
近
世
日
本
マ
ビ
キ
悩
行
関
係
史
料
集
成
』
一
九
九
五
年
五
月
出
版
予
定
。

（
６
）
松
枝
茂
『
会
津
藩
の
人
口
政
策
」
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
一
九
六
六
年
。
遠
藤
久
江
ほ
か
「
近
世
東
北
に
お
け
る
救
済
の
実
態
Ｉ
～
Ⅲ
」
『
会

津
短
期
大
学
研
究
年
報
』
四
七
’
九
号
、
一
九
九
○
’
九
二
年
。

（
７
）
『
家
世
実
紀
』
巻
二
三
、
三
七
、
九
二
、
一
三
七
、
一
五
一
、
一
九
三
な
ど
。

（
８
）
『
家
世
実
紀
』
巻
二
○
八
、
二
一
九
な
ど
。

（
９
）
『
家
世
実
紀
』
巻
二
七
四
。

（
Ⅲ
）
「
町
奉
行
神
尾
大
蔵
、
産
子
養
育
並
品
々
御
前
へ
存
寄
申
上
候
趣
」
『
家
世
実
紀
』
巻
一
五
三
、
延
享
三
年
正
月
。

（
Ⅱ
）
前
出
、
『
家
世
実
紀
』
巻
二
○
八
。

（
皿
）
「
夫
役
御
定
」
、
新
井
円
次
著
『
福
島
県
耶
麻
郡
誌
』
所
収
。

（
Ｂ
）
『
育
児
篇
』
、
前
出
『
日
本
人
口
史
之
研
究
』
第
二
巻
所
収
。

（
ｕ
）
「
産
子
を
殺
候
義
、
不
慈
之
事
二
而
、
甚
御
嫌
被
成
候
旨
被
仰
出
」
『
家
世
実
紀
』
巻
一
五
一
、
延
享
二
年
六
月
。

（
旧
）
耕
月
亭
醒
戒
『
民
草
日
記
』
所
収
、
松
枝
茂
氏
所
蔵
。

（
恥
）
五
十
嵐
勇
作
氏
解
読
、
遠
藤
久
江
氏
解
説
に
よ
っ
て
、
前
出
『
近
世
日
本
マ
ビ
キ
慣
行
関
係
史
料
集
成
』
に
所
収
。
以
下
、
こ
の
史
料
の
引
用
に
つ
い

て
は
、
本
文
中
に
年
月
日
を
記
し
て
特
に
注
記
は
し
な
い
。

（
Ⅳ
）
前
出
、
松
枝
『
会
津
藩
の
人
口
政
策
』
九
八
’
二
五
頁
、
遠
藤
「
近
世
東
北
に
お
け
る
救
済
の
実
態
Ⅲ
」
に
こ
の
史
料
の
紹
介
が
あ
る
。
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